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●その他

　ワッペン着用状況

参加ペア数（選手権ダブルスの場合）

参加団体数（団体戦の場合）

第27回福島県小学生ソフトテニス選手権

男子82ペア、女子99ペア

 ・判定の連携及びスコアの誤りについて指導した(審判規則：第13条・解説24、第17条)。

 ・判定の確認、再判定に係る指導は困難であるが、継続して浸透を図りたい。

　巡回状況

審判巡回報告

平成28年 5月29日(日)

会津総合運動公園テニスコート

団体

合計　　 人

　(審判規則第20条、解説27・ソフトテニスマナーＢＯＯＫ：試合中の応援マナー)

参加人数（シングルスの場合）

大会名

期　日

会　場

 ・カウンターの取扱いについても継続して指導していきたい(大会毎に成果を実感している)。

 ・一部のマッチにて、きわどいボールに対するアンパイヤーを惑わす発声等、散見された。

●審判技術

 ・アンパイヤーの心得及び判定区分について指導した（審判規則：第7条、第8条）。

 ・マッチの進行及び採点票の記入ついて指導した（審判規則：第23条、第24条）。

 ・公認審判員ワッペン(2級以上)着用のない一部のベンチ入り監督等に対して指導した。

　【平成28年度審判委員会通達事項】

 ・観客の応援及びマナー等は、競技の盛り上がりの範囲内であった。

●監督・ベンチコーチのマナー

●観客のマナー

 ・警告対象となる状況及び状態は認めなかった（審判規則：第19条、第20条）。
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